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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年4月2日(2010.4.2)

【公開番号】特開2008-218545(P2008-218545A)
【公開日】平成20年9月18日(2008.9.18)
【年通号数】公開・登録公報2008-037
【出願番号】特願2007-51090(P2007-51090)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/306    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/306   　　　Ｒ
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６４３Ａ
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６４３Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月17日(2010.2.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　ここで、第２ノズル１６の固定位置ＮＰをウェーハ外周端からウェーハ半径方向内側に
向って－１０～２０ｍｍの範囲内に限定したのは、－１０ｍｍ未満では第２ノズル１６か
らの薬液がウェーハにかからないという不具合があり、２０ｍｍを越えると面内の平坦度
に影響を与えるという不具合があるからである。また第２ノズル１６から吐出されるエッ
チング液１５の流量ＮＦを０．１～３リットル／分の範囲内に限定したのは、０．１リッ
トル／分未満では第２ノズル１６からの薬液の効果が十分に得られないという不具合があ
り、３リットル／分を越えると面内の平坦度に影響を与えるという不具合があるからであ
る。Ｇ／Ｂを５０～１０００の範囲内に限定したのは、５０未満ではガスの供給流速を十
分に得られず、１０００を越えるとガスの供給が容易でないからである。ウェーハ１１の
回転速度を２００～８００ｒｐｍの範囲内に限定したのは、２００ｒｐｍ未満では薬液の
回りこみが強くなりすぎるという不具合があり、８００ｒｐｍを越えると加工後にウェー
ハの平坦度を確保することが困難になるという不具合があるからである。
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